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（補足説明事項） ・土地利用条件に係る以下の内容について、【修正前】を【修正後】に改めま

す。 

 

【修正前】 

（１）用途等 

○建築物の用途は、分譲「戸建て住宅」の用途に供しなければならない。 

○ZEH水準の省エネ住宅（ZEH Oriented以上）とすること。 

 

【修正後】 

（１）用途等 

○建築物の用途は、分譲「戸建て住宅」の用途に供しなければならない。 

○ZEH 水準の省エネ住宅（ZEH Oriented に求められる基準以上）とする

こと。 

 


